
荒川区マンション管理計画認定制度を開始開始
　一定の基準を満たすマンションの管理計画を、区が認定す
る制度です。認定を受けることで、市場での高い評価等が期
待できます。また、長寿命化促進税制の固定資産税の減額措
置を、その他の要件も満たすことで受けることができます。

▶ マンション管理適正化推進計画…マンション管理の適正化推進のた
め、区が取り組む施策や管理計画認定基準、助言や指導等を行うとき
の判断基準等を定めています
▶ 分譲マンションセミナー…分譲マンション管理組合や区分所有者等を
対象に、年２回開催しています
▶ コンサルタント派遣…分譲マンション管理組合やまちづくり団体等
に、専門的な助言を行うコンサルタントを派遣します

区の分譲マンション関連事業区の分譲マンション関連事業

11月１日㈬受付開始日
区内の分譲マンション管理組合の管理者等対 象
公益財団法人マンション管理センターの管理
計画認定手続支援システムで
※詳細は、荒川区ホームページをご覧ください

申 請 方 法

住まい街づくり課住宅係　☎内線２８２２問合せ

区の多額の税金が流出しています

「「 ふるさと納税ふるさと納税 」」そのちょっと考えて
みませんか？

　ふるさと納税制度は、自身の故郷等の自治体に寄付を行うこと
で、税の控除や返礼品の受領ができる制度です。一方で、制度を
利用して寄付が行われると、現在住んでいる自治体に納めるはず
だった税が寄付先の自治体に流出する仕組みになっており、寄付

が多くなるほど、住んでいる自治体の財政に影響を及ぼします。
　区でも、区税の納付額が減少し、区の財政に大きな影響が生じ
ています。改めて、ふるさと納税制度について考えてみません
か。

問合せ 総務企画課企画係　☎内線２１１２

　故郷等の自治体に寄付を行うと、寄付額から2000円を除いた
金額が所得税・住民税から控除されます。また、寄付額によって
は、寄付先の自治体から返礼品を受領できます。
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ふるさと納税を行った翌年度
分の住民税等が減額される
ふるさと納税を行った翌年度
分の住民税等が減額される

４万円の収入
３万8000円の減収

４万円寄付４万円寄付❶❶

返礼品返礼品❷❷
税金の控除税金の控除❸❸

例えば

ふるさと納税制度の仕組み

返礼品の提供にご協力を

　寄付の受け入れに伴い、返礼品を提供する事業者を募集し
ます。販路拡大が期待できるほか、製品・サービス等を周知
することができます。

対 象 区内の事業者
※申込方法等の詳細は、荒川区ホームページをご覧ください

申請先
問合せ

荒川区ふるさと納税サポート室
☎０５０（５４４３）０２９３

　区では、ふるさと納税制度の抜本的な見直しを、特別区長会を
通じて国に強く訴えてきました。
　一方で、区税の減収による影響が看過できない状況になってい
るため、返礼品の提供を伴う寄付の受け入れを行っています。
　この取り組みを通じて、流出している区税の補填を行うほか、
全国に向けた区の周知や返礼品による区内産業の活性化を図りま
す。詳細は、荒川区ホームページをご覧ください。

区の見解と新たな取り組み

ふるさと納税制度による
荒川区の税の減収額

　区では、ふるさと納税による税の減収額が年々増加してお
り、令和５年度には約12億円に上ります。
　ふるさと納税制度で他自治体に流出している区税は、区民
サービス等、本来、区民の皆さんのために使われるはずだっ
た貴重な財源です。ふるさと納税制度による減収額が増加し
続けると、区民サービスの低下につながりかねません。

これまでの減収額
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10億円
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８億円

２年度

６億円

令和元年度

５億円

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。
電話・荒川区ホームページで、広報課広報係☎（３８０２）４９５７

　〒116-8501
　荒川区荒川２-２-３
　☎（３８０２）３１１１
　FAX（３８０２）６２６２
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